
 

資料１－１ 

 

スタートアップ政策推進分科会の開催について 

 

令 和 8 年 1 月 2 0 日 

日 本 成 長 戦 略 会 議 議 長 決 定 

 

１ 日本成長戦略会議におけるスタートアップ分野の検討を進めるため、日本成長戦略会議の下

に、スタートアップ政策推進分科会（以下「分科会」という。）を開催する。 

 

２ 分科会の構成員は、次のとおりとする。ただし、分科会長は、必要があると認めるときは、関

係者の出席を求めることができるものとする。 

 

分 科 会 長 スタートアップ担当大臣 

副分科会長 スタートアップ政策を担当する内閣府副大臣 

       金融関係事項を担当する内閣府副大臣 

       経済産業大臣が指名する経済産業副大臣 

       スタートアップ政策を担当する内閣府大臣政務官 

       金融関係事項を担当する内閣府大臣政務官 

構 成 員 芦澤 美智子 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授 

井上 智子  Red Capital株式会社 代表取締役マネージングパートナー 

岡田 光信  株式会社アストロスケールホールディングス 創業者兼 CEO 

小川 尚子  日本経済団体連合会 産業技術本部長 

小澤 隆生  Boost Capital株式会社 代表取締役 

郷治 友孝  株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ(UTEC) 代表取締役社長 CEO 

日本ベンチャーキャピタル協会 会長 

田中 邦裕  さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 

藤野 英人  レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役社長 

室伏 謙一  室伏政策研究室 代表 政策コンサルタント 

米良 はるか READYFOR株式会社 代表取締役 CEO 

 

３ 分科会の庶務は、経済産業省その他の関係行政機関の協力を得て、内閣官房日本成長戦略本部

事務局において処理する。 

 

４ 前三項に定めるもののほか、分科会の運営に関する事項その他必要な事項は、分科会長が定め

る。 


